




◆内容限定会議の精神◆

　“自主自律”の精神に則り、文化祭に関する事項は生徒が自ら責任を持って決定すること

 　生徒相互の自由で活発な議論により、皆が納得する合意を作り上げること、またそれを目

指すこと

◆文化祭規約（抜粋）◆

【会議】

　 《内容限定会議》

・内容限定会議は文化祭における各参加団体の発表内容を審議する場である。また、文化

祭に関連する事項に限り、内容限定会議での決定を生徒会全体での決定とする。

・文化祭実行委員長が議長となり、議事を進行する。

・文化祭実行委員長、副委員長および監査委員長の出席を必須とする。

・発表を希望する参加団体は全日程での出席を必須とする。

・代表者が不在の場合は代理を立てる必要がある。代理を立てずに代表者が不在になった

場合は、発表の資格を失う。

・議決は原則として多数決で行う。可否同数の場合は議長の決するところとする。

・全団体の審議の終了後、採決を行う。全会一致での承認をもって内容限定会議の最終決

定とする。

・内容限定会議において発表内容が認められなかった際、会期中に新たな演目を提出し承

認されれば、演目を変更することが出来る。

【罰則】

《見回り》

・文化祭実行委員会と監査委員会が随時校内の見回りを行い、規約に照らし合わせて違反

の有無をチェックする。

・監査委員の判断で重度の違反があったときは「警告」、軽度の違反は「厳重注意」とす

る。

・「警告」の場合は観客投票から 5点、「厳重注意」の場合は 2点減点する。

【発表場所】

・発表場所は各教室、渡り廊下、校庭、その他校舎外の敷地を使用すること。

・発表場所については内容限定会議の際に希望する場所を申請し、審議を経て決定する。

・校舎内での水・砂などの汚れるものを使った発表内容は禁止とする。

・調理室以外での火気の使用を禁止とする。

【服装】

・文化祭準備中および一般公開時など、文化祭期間中の服装については、「異装届」を提

出した場合のみ制服以外の着用を認める。
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【食品】

《食品の衛生管理》

・野菜、肉、魚などの生鮮食品は、食材に触れた瞬間から調理とする。また、ペットボト

ル、瓶詰め、缶詰、袋 etcの封を開けた時点から調理とする。

・加熱が必要な食材については、必ず中まで十分に火を通すこと。

・調理方法については内容限定会議で決定後、試食会を行い文化祭実行委員の指導を受け

ること。

・作り置きは禁止とする。

・作り置きとは、調理途中の食材を放置しその後火を通さずに提供することとする。

・要冷蔵・冷凍の食品はしっかり冷蔵・冷凍保存すること。

《ゴミの分別について》

・食品を提供する団体は、教室内にゴミ箱を設置すること。その際はゴミを分別して捨て

られるゴミ箱を用意すること。

【その他発表・展示】

《お化け屋敷等について》

・観客の安全性に最大限留意して発表すること。

・お化け屋敷・迷路などの演目を希望する団体は、文化祭実行委員に見取り図を提出する

こと。

・発表場所内の装飾が完成後、文化祭実行委員のチェックを受ける。その際に安全性が認

められなかった場合は作り直しおよび発表を中止する。

・暗い中で観客に触れる行為は禁止とする。

【演劇】

《上演許可》

・上演を希望する演目については、必ず上演許可をとること。取得していない演目の発表

は認めない。

・許可を取得した際のやりとりの書類（メール、手紙、上演料支払いの際の領収書など）

を文化祭実行委員に提出すること。

《舞台について》

・安全性に配慮し、出演者が動いても壊れないものを製作する。

・舞台の製作後、文化祭実行委員による安全性のチェックを受ける。その際に安全性が認

められなかった場合は、改良をしなければ発表できない。

《客席》

・客席は、安全性に留意し、人が乗っても崩れないものを用意すること。

・客席は３０席以上用意すること。
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